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施工方法と注意事項（枠組足場）

　枠組足場の高さは旧 JIS　A8951( 鋼管足場 ) で、原則とし
て 45 ｍを越えてはならないとされています。それでは、高
さ 45m の足場荷重はどれ位になるのでしょうか。本カタロ
グ P57 の「足場の高さに対する荷重早見表」によれば、層数
26 段・高さ 44.85 ｍで、部材自重・作業荷重等の足場の全荷
重はおよそ 3262kg となっています。従って建枠の許容強度
42.6kN(4.35ton) に対してまだ余裕がありますが、鉛直・静荷重
のみで計算しておりますので安全性の面から 45mを一応の目
安とお考え下さい。
　45 ｍ以上の枠組をご計画の場合は、壁つなぎ・筋違・布板
の有無、作業荷重、部材の自重、補強方法等を十分検討の上、
荷重計算に基づき許容支持力以下でご使用下さい。部材の構成
によっては荷重の条件が良くなることもありますがブラケッ
ト枠・簡易枠では 30％、枠高が 1800m/mを越える鳥居枠では
10％強度が低下しますので、ご注意下さい。
　なお、労働安全衛生規則第 571 条には、高さ 20mを越える
場合、および重量物の積載を伴う作業を行なう場合は耐力上重
要な建枠の高さを 2m以下とし、かつその建枠の間隔を 1.85m
以内とする規定がありますので十分注意して下さい。

足 場 の 基 礎 は、 部 材 自 重・ 積 載 荷 重 ( 脚 脚 1 本 当 り
21.3kN(2.175t) がかかっても沈下や移動を起こさないような措
置を講じて下さい。特に1段目の組立てで足場全体が支配されま
すので 1段目の組立てには細心の注意を払う必要があります。
①　足場を建てる箇所を整地し、敷板・敷角を使用して下さい。
②　建枠の脚柱下端にはジャッキベースを使用し、各建枠が水
平垂直になるように調整して下さい。
③　ジャッキベースは敷板に釘止めし、一方向のみ敷板を使用
する場合はこれと直角方向に根がらみを設けて下さい。また直
接コンクリート上にジャッキベースを設置する場合は直角二
方向に根がらみを設けて下さい。
④　ジャッキベースは、使用高によって強度が低下しますので
ご注意下さい。通常は 200mm以下でご使用下さい。また仮設
工業会の認定構造基準にはその最大使用高が 350mm以下であ
ることが規定されています。

　筋違は各建枠の両側に取り付けて下さい。前踏み側の筋違
は、作業上の必要で、一部を取り外すことがありますが、取り
去るときは足場面積の 60％以内とし、最下層、両側端および
壁つなぎの設置してあるスパン層は取り外さないで下さい。ま
た、必ず各層、各スパンごとに巾いっぱいの布枠または布板を
取り付けて下さい。作業後はただちに筋違を取り付け、元の状
態に戻してください。
　長期にわたり前踏み側の筋違を取り外すときは、墜落防止の
ため、手摺、ネット等の処置を行って下さい。前踏み側の筋違
のない場合の枠組足場の強度は、両側筋違を入れたときよりも
標準枠で 30％、簡易枠で 10％程度の強度低下が実験でも確認
されています。

最下層および 5層以内ごとの箇所に水平材 ( 布板・布枠 ) を設
けるよう労働安全衛生規則第 571 条で規定されていますが、こ
の規定は壁つなぎのある層に布枠 ( 布板 ) を設け、足場の水平
剛度をもたせる主旨ですので、壁つなぎと布枠 ( 布板 ) をばら
ばらに取り付けた場合は、足場全体の剛度は半減します。足場
の剛度、また転落防止等の点からも布枠を各層に取り付ける必
要があります。布枠のかわりに布板を使用する場合には、布板
を敷きならべ、すきまのないよう配慮して下さい。
　なお、布枠 ( 布板 ) のつかみ金具は完全にロックさせ、下面
からの吹上げに対しても外れないように十分確認して下さい。
またサビついて落下錠が作動しないときもありますので、かな
らず落下錠の確認をして下さい。
　枠組足場 1スパン当りの積載荷重は布板の許容荷重を限度と
します。例えば巾 1219mmの建枠には巾 500mmの布板を 2枚
並べますので、布板 2枚分の強度とし、1枚当り 2.45kN(250kg)
ですので 1スパン 4.90kN(500kg) となります。

　建枠の連結は、アームロックによる方式の他に、回転式のも
の、ピン式のものなどありますが、回転式、ピン式のものは忘
れがちですので、ロックされているかどうか、かならず確認す
る必要があります。

足場の高さ

基　　  礎

ブレース（筋違）

布枠（布板）

建枠の連結
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施工方法と注意事項（枠組足場）

　足場 ( 一側足場を除く ) において、高さ 2m以上の作業場所
には作業床を設けなければなりません。
　労働安全衛生規則第 563 条には作業床について次のように規
定されています。
①　巾は 40cm 以上、床材間の隙間は 3cm 以下とし、また、
床材と建地との隙間は 12cm未満として下さい。
②　墜落の危険のある箇所には、枠組足場においては、次のい
ずれかの設備を設ける事とされています。
イ . ブレースおよび高さ 15cm以上 40cm以下の桟若しくは高
さ 15cm以上の巾木、またはこれらと同等以上の機能を有する
設備。
ロ . 手摺枠
③　床材は 2 以上の支持物に取り付けること。ただし、巾
20cm 以上、厚さ 3.5cm 以上、長さ 3.6m 以上の足場板で、作
業に応じて移動させる場合は次の措置を取って下さい。
イ . 足場板は 3点以上の支持物に掛け渡す。
ロ . 支点から突出物の長さは 10cm以上とし、かつ、労働者が
当該突出部に足を掛ける恐れのない場合を除き足場板の長さ
の 1/18 以下とする。
ハ . 足場板を長手方向に足場板を重ねる場合は支点の上で
20cm以上重ねる。
④　作業のため物体が落下する恐れがある場合は、高さ 10cm
以上の巾木、メッシュシート若しくは防網、またはこれらと同
等の機能を有する設備を設けることとされています。

　昇降設備となる階段は 2～ 3スパンに渡って架設し、階段に
沿って 85cm 以上の高さに手摺と高さ 35cm 以上 50cm 以下の
さん、またはこれと同等以上の機能を有する設備を設けて下さい。。

　安全性の面から、梁渡しには巾いっぱいの布板 ( 布枠 ) を
架け渡して下さい。また、梁枠に垂直筋違の補強を設けま
すと更に安全となります。なお、梁枠に使用に当っては、梁
枠自体の許容荷重と同時に、梁枠を受ける両側の建枠の許容
荷重が問題となります。建枠の脚柱 1脚に対する許容荷重は
21.3kN(2.175t) ですので十分注意して下さい。
　また、仮設工業会で規定されている使用基準の主なものは次
の通りです。
①　梁枠等を用いて開口部を設けた枠組足場の高さは地上か
ら 30m以下とする。
②　梁枠を用いた開口部の寸法は巾 4スパン以下、高さは原則
として 3層以下とする。
③　開口部よりの外方への枠組足場のスパン数は、2スパン用
梁枠では 1スパン以上、3スパン用梁枠では 2スパン以上、4
スパン用梁枠では 3スパン以上とする。

　労働安全衛生規則第 570 条には、下記のように壁つなぎを取
ることを規定していますが、この間隔は、足場にシートを張っ
ていないときの最低取り付け基準です。
　都会部での建設現場では落下物による危害防止の規定など
により、足場には養生枠、シート、朝顔を取り付けて作業する
現場が多いので、風荷重、偏心荷重等を考慮して、壁つなぎ間
隔を小さくすることが必要です。なお、足場を設計する場合の
水平荷重としては、風荷重または鉛直荷重の 2.5% に相当する
荷重を考慮して下さい。

作業床・手摺

階 段

開口部梁枠

壁 つ な ぎ

①　足場に作用する風圧力 P（Ｎ）

P=5/8(Vo・Ke・S・EB)2・C・A

 Vo：基本風速（m/s）
 Ke：台風時割増係数
 S：地上 Zにおける瞬間風速分布係数
 EB：近接高層建築物による割増係数
 C：風力係数
 A：作用面積（㎡）

②　シートを張っている足場の風力係数Ｃ

C=(0.11+0.09 γ +0.945 Ｃ o・R)・Ｆ

 γ：第 2構面風力低減係数　γ=1- φ
 第 1 構面のみで構成される足場は　γ=0
 φ：シート及びネットの充実率
 Co：シート、ネット及び防音パネル等の基本風速
 R：シート、ネット及び防音パネルの縦横比による
 形状補正係数。地上から建つ場合は高さHと巾 Bの
 比 (2H/B) とする。
 F：建築物に併設された足場の設置位置による補正係数
 0.11：第１構面の風力係数
 0.09：第２構面の風力係数（第１構面の風力の 80％）
 0.945：シート、ネット及び防音パネル等の受風面積

④　手摺先行工法により組立て、及び解体を行う場合等で、交
さ筋かいの代わりに枠組足場用手すり枠を用いる場合、梁枠直
上及び梁枠の両端の両構面には次表に従って、必ず交さ筋かい
を設置すること。
以上の他、壁つなぎ、布板、ブレース、方杖等について梁枠使
用上の注意事項が規定されています。
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③　壁つなぎの耐力
　壁つなぎは、JIS　A8951 の中で、引張荷重・圧縮荷重の最
大強度が 9.80kN(1,000kg) 以上に耐えられる性能である
ことが規定されています。また、壁つなぎの壁面取付部もこれ
と同等の耐力が必要です。
　壁つなぎの枠組足場への取付は建地材に取り付けますが、で
きるだけジョイント部分に近い所とします。また壁つなぎは、
建物にできるだけ直角に取り付けて下さい。もし建物の構造、
壁の位置などで、直角に取り付けにくいときは、足場に単管な
どで、つなぎをとり、それに取り付けて下さい。簡易クレーン
などを足場にのせた場合の壁つなぎは、クレーンのつり荷重に
よって足場転倒モーメントが生ずるので、これを防止するため
に、建枠の最上層ならびに下方に 2層ごとに設けて下さい。壁
つなぎ用アンカーボルトをコンクリートに埋め込むときは専
用のものをご使用下さい。
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施工方法と注意事項（枠組足場）

①　簡易枠とブラケット枠との接合箇所 ( 下図A点 ) には、各
枠列ごとにかならず圧縮に強い壁つなぎを取り付けて下さい。
②　ブラケット枠と鳥居型枠との接合箇所の各列とも壁つな
ぎを設けて下さい。この層を基準にして、原則 2層 2列に壁つ
なぎを設けて下さい。
③　ブラケット枠の水平構。ブラケット枠上部の水平変位防止
のためブラケット枠上部列に布枠、布板を設けて下さい。

　朝顔を取り付けることによって、足場の片側に荷重がかかり
偏荷重となるため、その部分には、壁つなぎを密に設ける
必要があります。
　建設省の建築工事等の工事現場における落下物による危害
を防止するための措置に関する指導基準によれば、
①　建築工事等の工事を行なう部分が地盤面より 10m以上の
高さにある場合は、落下物による危害防止上必要な部分の周囲
には朝顔を 1段以上、20m以上の高さにわたる場合には 2段
以上設ける。
②　朝顔に使用する木材は、厚さ 1.5cm以上、金属板など、そ
の他の材料を使用する場合でも、これと同等以上の効力を有す
る厚さであること。
③　朝顔は、足場の外側から水平距離で 2m以上突出させ、水
平面となす角度を 20 度以上とすること。
④　最下段の朝顔は、建築工事を行なう部分の下方 10m以内
の位置に設けなければならない。

　枠組足場用の手摺枠を後踏み側 ( 外側 ) のブレースに替えて
使用するときの主な使用基準は次の通りです。
①　布板を枠組足場の各層各スパンに用いること。
②　梁枠を使用するときは、梁枠の直上部および梁枠のレベル
上の両端それぞれ 3層以内には、ブレースまたはブレースと手
摺枠を併用すること。（梁枠上に 9層以上設置する場合）
③　枠組足場の高さは 45m 以下とし、建枠の許容支持力は
34.3kN(3.5ton) 以下とすること。

簡易枠・ブラケット枠の併用

朝顔の取付

ブレース・手摺枠の併用
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施工方法と注意事項（枠組足場）

建物

コーナーつなぎ単管
（２段手摺）

クランプ

コーナーステップ

　枠組足場のコーナーには、単管とクランプにつなぎ材を設け
て双方の建枠を緊結して下さい。

①　足場組立図面はかならず作成し、工事担当者は、この図面
をもとに正確に足場を組立てて下さい。
②　前踏みは、後踏みよりいくらか低めになるよう組立てて下
さい。
③　ひさしの上に足場を設けるときは、ひさしが上部からの荷
重に耐えるかどうかチェックし、耐力不足の場合は、ひさしの
下に有効な支柱を設けること。なお、参考に足場の高さに対す
る荷重早見表 (A-4055B) を示しておきます。

その他 施工上の注意

コーナーのつなぎ
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